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様式１ 碧南市水防計画（資料編）新旧対照表 

頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

１ 資料１ 資料１ 

 碧南市水防本部の図内 

  （情報統計（追加）係長） 

  （経営管理部長（追加）） 

資料１ 

 碧南市水防本部の図内 

  （情報システム係長） 

  （医事経営課長） 

非常配

備体制表

見直しに

伴う修正 

２ 資料２ 資料２ 

(追加) 

部 

◎部長 

○副部長 

班 

◎班長 

○副班長 

係（係長） 係 員 

本部 

◎市長 

〇副市長 

(防災統轄監) 

〇教育長 

市民協働部長
(防災監) 

 本部係 

(防災計画係長) 

防災課員 

総務部 

◎総務部長 

 情報分析係 

(情報統計係長 

及び情報統 計 

担当係長) 

（追加） 

(秘書係長) 

 (建設部) 

管理係長(建) 

（追加） 

 (開発水 

※各部から 

１名選出 

調査支援部 

◎市民協働 

部長兼務 

 地域係 

(地域協働係長) 

(交通防犯係長) 

地域協働課員 

 

資料２ 

本部長    市長 

副本部長 副市長（防災統轄監）、教育長 

部 

◎部長 

○副部長 

班 

◎班長 

○副班長 

係（係長） 係 員 

本部 

市民協働部長
(防災監) 

 本部係 

(防災計画係長) 

防災課員 

総務部 

総務部長 

 情報分析係 

（情報システム係長及び情報シス
テム担当係長） 

 (秘書係長) 

建設部) 

建築課１名 

※各部から 

１名選出 

調査支援部 

市民協働 

部長兼務 

 地域係 

(地域協働係長) 

(交通防犯係長) 

地域協働課員 

 

非常配

備体制表

見直しに

伴う修正 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

３ 資料２ 資料２ 

部 

◎部長 

○副部長 

班 

◎班長 

○副班長 

係（係長） 係員 所掌業務 

福祉援助部 

◎福祉こども部
長 

    

避難救護部 

◎健康推進 

部長 

    

医療部 

◎経営管理 

部長（追加） 

    

経済環境部 

◎経済環境部長 

    

住宅土木部 

◎建設部長 

 

 住宅係 

(（兼）管理係長) 

  

 都市整備係 

(都市整備係長） 

 1 公園、緑地等の保全及び応急復旧 

2 街路樹の保全及び撤去 

3 一時避難（追加）場所、広域避難場所
（追加）等の確保 

4 応急仮設住宅用地の確保 

給排水部 

◎開発水道 

部長 

    

 

 

 

 

資料２ 

部 

◎部長 

○副部長 

班 

◎班長 

○副班長 

係（係長） 係員 所掌業務 

福祉援助部 

福祉こども 

部長 

    

避難救護部 

健康推進 

部長 

    

医療部 

医事経営課長 

 

    

経済環境部 

経済環境部長 

    

住宅土木部 

建設部長 

 住宅係 

(管理係長) 

  

 都市整備係 

(都市整備係長） 

 1 公園、緑地等の保全及び応急復旧 

2 街路樹の保全及び撤去 

3 一時退避場所、火災時退避場所等の確保 

 

4 応急仮設住宅用地の確保 

給排水部 

開発水道 

部長 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常配

備体制表

見直しに

伴う修正 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

４ 資料２ 資料２ 

 
 

部 

◎部長 

○副部長 

班 

◎班長 

○副班長 

係（係長） 係員 所掌業務 

◎給食教育部 

教育部長 

    

◎議会部 

議会事務 

局長 

    

防部 

◎消防署長 

   衣浦東部広域連合警防本部事務分掌による。 

概要 

1 災害現場情報の把握及び伝達 

2 災害の警戒、防ぎょ及び警戒区域の設定 

3 避難誘導及び避難勧告（追加）の伝達及び周知 

4 管内の被害状況調査及び報告 

5 人命の捜索及び救助保護 

6 危険区域の巡視 

7 防潮扉、水門、樋門等の操作 

8 潮位、水位の巡視及び観測 

資料２ 

 
 

部 

◎部長 

○副部長 

班 

◎班長 

○副班長 

係（係長） 係員 所掌業務 

給食教育部 

教育部長 

    

議会部 

議会事務 

局長 

    

防部 

消防署長 

   衣浦東部広域連合警防本部事務分掌による。 

概要 

1 災害現場情報の把握及び伝達 

2 災害の警戒、防ぎょ及び警戒区域の設定 

3 避難誘導及び避難指示の伝達及び周知 

4 管内の被害状況調査及び報告 

5 人命の捜索及び救助保護 

6 危険区域の巡視 

7 防潮扉、水門、樋門等の操作 

8 潮位、水位の巡視及び観測 

 

 

 

 

 

非常配

備体制表

見直しに

伴う修正 

 

 

 

 

災害対策

基本法改正

に伴う修正 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

5 資料３ 資料３ 

１ 雨池防災倉庫 

 

資料３ 

１ 雨池防災倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理シ

ステム変

更のため

単位を修

正及び劣

化のため

更新・廃

棄したた

めの修正 

5 資料３ 資料３ 

２ 旭町防災倉庫 

 

資料３ 

２ 旭町防災倉庫 

 

 

 

 

 

管理シ

ステム変

更のため

単位を修

正及び劣

化のため

更新・廃

棄したた

めの修正 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

6 資料４ 資料４ 

１ 車両※愛知県トラック協会西三河支部碧南部会員 

 

２ 船舶 

 

資料４ 

１ 車両※愛知県トラック協会西三河支部碧南部会員 

 

 

２ 船舶 

 

 

 

 

災害時

に協力で

きないた

め削除 

 

 

 

 

閉店の

ため削除 

7 資料６ 資料６ 

１ 国土交通省管理区間（矢作川） 

 

資料６ 

１ 国土交通省管理区間（矢作川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新状

況を反映

し修正 



 6 

頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

9 資料７ 資料７ 

 

資料７ 

 

 

 

施設廃

止のため

修正 

11 資料８ 資料８ 

水門、樋門等の名称

（管理委託課） 
管理者 住 所 電話番号 

二艘入樋門（農業水

産課） 

油ヶ淵悪水

土地改良区 

安城市和泉町大下

38（追加） 
92-4733 

 

資料８ 

水門、樋門等の名称

（管理委託課） 
管理者 住 所 電話番号 

二艘入樋門（農業水

産課） 

油ヶ淵悪水

土地改良区 

安城市和泉町大下

38-1 
92-4733 

 

 住所の

誤りのた

め追記 

13 資料 10 資料１０ 市の指定する避難所 

施 設 名 

碧南工業（追加）高等学校グラウンド 
 

資料１０ 市の指定する避難所 

施 設 名 

碧南工科高等学校グラウンド 
 

名称変更

のため追

記 

14 資料 11 資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 

衣浦グランドホテル 田尻町１－１－９ ○ △ △ 
 

資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 

（削除） （削除） （削除） （削除） （削除） 
 

休業中

により指

定解除の

ため削除 

14 資料 11 資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 

碧南工業（追加）高等学校グラウンド 
 

資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 

碧南工科高等学校グラウンド 
 

名称変

更のため

追記 



 7 

頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

14 資料 11 資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 津波 洪水 高潮 

トヨタ自動車㈱ （追加）第 1～第４（追加）衣浦寮
（追加） 

〇 △ 
（追加） 

△ 
（追加） 

トヨタ自動車㈱ アリビオ衣浦寮（追加） △ 
（追加） 

△ 
（追加） 

△ 
（追加） 

 

資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 津波 洪水 高潮 

トヨタ自動車株式会社 第１〜第５衣浦寮敷地 〇 × × 

トヨタ自動車㈱ アリビオ衣浦寮敷地 〇 × × 
 

名称修

正及び避

難場所を

明記 

15 資料 11 資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 
 

資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 

アイシン辰栄株式会社立体駐車場 港南町 2-8-12 ○ ○ ○ 
 

協定締

結のため

追記 

15 資料 11 資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 
 

資料１１ 一時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 

霞浦公園 霞浦町 2-68-2 ○ × × 
 

今年度

指定した

ため追記 

16 資料 11 資料１１ 
参考 ： 火災時退避場所 

施 設 名 

碧南工業（追加）高等学校グラウンド 
 

資料１１ 
参考 ： 火災時退避場所 

施 設 名 

碧南工科高等学校グラウンド 
 

名称変

更のため

追記 

16 資料 11 資料１１ 
参考 ： 火災時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 面積㎡ 

（追加） （追加） （追加） （追加） （追加） （追加） 
 

資料１１ 

参考 ： 火災時退避場所 

施 設 名 所在地 津波 洪水 高潮 面積㎡ 

伊勢町公園 伊勢町 3-25 × × × 10,000 
 

今年度

指定した

ため追記 

17 

~ 

19 

資料 12 資料１２ 

（１）洪水浸水想定区域内要配慮者利用施設 

以下の施設は、矢作川が氾濫した場合に５０ｃｍ以上の浸水が

想定される区域に所在しているため、利用者の洪水時（追加）の

円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある。 

 

 
 
 

資料１２ 

（１）洪水浸水想定区域内要配慮者利用施設 

以下の施設は、矢作川が氾濫した場合に浸水が想定される区域に

所在しているため、利用者の洪水からの円滑かつ迅速な避難を確保

する必要がある。 

 

指定条

件変更の

ため修正 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（追加） 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

 
 
 
 
 
 
 

※ 水防法の規定に基づき、国土交通大臣及び知事に指定された洪水

予報河川及び水位周知河川の洪水による浸水が想定される施設の所

有者及び管理者は、利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を策定するととも

に、避難訓練を実施するほか（追加）自衛水防組織を置くよう努め

なければならない（水防法第１５条の３）。 

・矢作川は洪水予報河川に指定されている。 

 

 

※ 水防法の規定に基づき、国土交通大臣及び知事に指定された洪水予

報河川及び水位周知河川の洪水による浸水が想定される施設の所有者

及び管理者は、利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を策定するとともに、避難

訓練を実施し、その結果を市町村長に報告しなければならない。また、

自衛水防組織を置くよう努めなければならない（水防法第１５条の

３）。 

・ 矢作川は洪水予報河川に指定されている。 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

19 

~ 

20 

資料 12 資料１２ 

（２）津波災害警戒区域内要配慮者利用施設（追加） 

以下の施設は、南海トラフ地震発生により津波が生じた場合に

５０ｃｍ以上の基準水位が（追加）想定される区域に所在してい

るため、利用者の津波時（追加）の円滑かつ迅速な避難を確保す

る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 愛知県が令和元年7月30日に津波災害計画区域指定を公示（追加）

したことにより、上記の津波災害警戒区  

域内に立地している要配慮者施設（社会福祉施設、学校、医療施

設等の防災上の配慮を要する者が利用する施設）には、津波発生時

に施設利用者等の、円滑かつ迅速な避難を確保する必要があるとし

て、要配慮者施設の管理者には、津波防災地域づくりに関する法律

第71条において、避難確保計画の作成（追加）が義務付けられてい

る。 

資料１２ 

（２）津波災害警戒区域内要配慮者利用施設（避難促進施設） 

以下の施設は、南海トラフ地震発生により津波による浸水が想定

される区域に所在しているため、利用者の津波発生からの円滑かつ

迅速な避難を確保する必要がある。 

 

※ 愛知県が令和元年７月３０日に津波災害警戒区域指定を指定したこ

とにより、上記の津波災害警戒区域内に立地している要配慮者施設（社

会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する者が利用する

施設）には、津波発生時に施設利用者等の、円滑かつ迅速な避難を確

保する必要があるとして、要配慮者施設の管理者には、津波防災地域

づくりに関する法律第71条において、避難確保計画の作成と避難訓練、

その結果の市町村長への報告が義務付けられている。 

 

指定条

件変更の

ため修正 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

20 

~ 

20 

資料 12 資料１２ 
 
（追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料１２ 

（３）高潮浸水想定区域内要配慮者利用施設 

   以下の施設は、想定し得る最大規模の高潮が発生した場合に浸水

が想定される区域に所在しているため、利用者の高潮からの円滑か

つ迅速な避難を確保する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

水防法

に基づく

高潮浸水

想定が発

表された

ため追記 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 水防法の規定に基づき、知事が指定した高潮浸水想定区域内にあって浸
水が想定される施設の所有者及び管理者は、利用者の高潮からの円滑かつ
迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を
策定するとともに、避難訓練を実施し、その結果を市町村長に報告しなけ
ればならない。また、自衛水防組織を置くよう努めなければならない（水
防法第１５条の３）。 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

23 資料１３ 資料１３ 

 

 

資料１３ 

 

県計画

の記載に

合わせ修

正、追記 

 

25 資料１５ 資料１５ 

 
 

 

 

資料１５ 

 
 

 

 

県計画

の記載に

合わせ修

正、追記 
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頁 行 修  正  前 修  正  後 備 

考 

29 資料１７ 資料１７ 

 

（注意事項） 

  洪水警報は、避難勧告等の目安のひとつとなる情報ですので、 

   市町村が発する避難情報に注意するとともに、 

   周囲の状況の確認や避難準備をお願いします。 

 

資料１７ 

 

（注意事項） 

  洪水警報は、避難指示等の目安のひとつとなる情報ですので、 

   市町村が発する避難情報に注意するとともに、 

   周囲の状況の確認や避難準備をお願いします。 

 

 

災害対策

基本法改正

に伴う修正 

    以下余白   

 

 

 

 

 

 

 

 


